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公職選挙法の 
一部改正により 

従
前
の
不
在
者
投
票
制
度
が

従
前
の
不
在
者
投
票
制
度
が 

 
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
、

大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
、 

  
投
票
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
！

投
票
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
！ 

 
従
前
の
不
在
者
投
票
制
度
が

従
前
の
不
在
者
投
票
制
度
が 

 
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
、

大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
、 

  
投
票
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
！

投
票
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
！ 

 
従
前
の
不
在
者
投
票
制
度
が 

 
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
、 

  
投
票
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
！ 

 

◇お問い合わせは… 

　選挙管理委員会事務局 
　1２３－４８１１（内線１４８１） 
　もしくは岡谷市ホームページ「選挙」をご覧ください 

　
７
月
に
執
行
予
定
の
参
議
院
議
員
通

常
選
挙
よ
り
従
来
の
不
在
者
投
票
を
改

め
、
選
挙
期
日
前
に
お
い
て
も
選
挙
期

日
同
様
、
投
票
を
行
な
う
こ
と
が
で
き

る
「
期
日
前
投
票
制
度
」
に
移
行
し
、

投
票
が
し
や
す
く
な
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者

投
票
に
つ
い
て
も
、
そ
の
対
象
者

が
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
代

理
記
載
制
度
」
が
新
た
に
創
設
さ

れ
ま
し
た
。 

   

　
選
挙
期
日
前
で
あ
っ
て
も
、
選

挙
期
日
と
同
じ
く
投
票
を
行
な
う

こ
と
が
で
き
る
（
投
票
用
紙
を
直

接
投
票
箱
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
）
仕
組
み
で
す
。 

　
し
た
が
っ
て
、
投
票
用
紙
を
内

封
筒
お
よ
び
外
封
筒
に
入
れ
、
外

封
筒
に
署
名
す
る
と
い
う
手
続
が

不
要
と
な
る
の
で
、
投
票
が
し
や

す
く
な
り
ま
す
。 

●
対
象
と
な
る
投
票 

　
従
来
の
不
在
者
投
票
の
う
ち
市
役
所

４
階
で
行
う
投
票
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

（
病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
等
で
実
施
す
る

投
票
は
従
来
の
不
在
者
投
票
と
な
り
ま

す
） 

●
投
票
で
き
る
期
間
と
時
間 

　
選
挙
期
日
の
告
示
（
公
示
）
日
の
翌

日
か
ら
選
挙
期
日
の
前
日
ま
で
。 

　
原
則
と
し
て
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

８
時
ま
で
（
土
、
日
、
祝
日
含
む
） 

●
投
票
で
き
る
人 

　
選
挙
の
当
日
、
仕
事
や
旅
行
、
レ
ジ

ャ
ー
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
で
投
票
所
に
行

け
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人
（
現
行
の
不

在
者
投
票
事
由
に
該
当
す
る
人
）
で
す
。 

●
投
票
す
る
場
所 

　
従
来
、
不
在
者
投
票
を
実
施
し
て
い

ま
し
た
市
役
所
４
階
４
０
１
Ａ
会
議
室

へ
設
け
る
予
定
で
す
。 

●
投
票
の
手
続 

　
選
挙
当
日
の
投
票
所
に
お
け
る
投
票

手
続
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。 

（
な
お
、
不
在
者
投
票
と
同
様
、
宣
誓

書
の
提
出
を
必
要
と
し
ま
す
） 

期
日
前
投
票
と
は
？ 

　き

じ
つ
ぜ
ん 

手続が簡素化され、投票がスムーズになります！ 

山
□
○
郎 

内
封
筒 

記載場所にて 
投票用紙への 
記載 

山
□
○
郎 

期日前投票所 
にて投票用紙 
への記載 

投票用紙を 
内封筒へ 

外封筒へ入れ 
選挙人が署名 

不在者投票管理者へ 
提出し、外封筒に 
立会人が署名 

投票管理者が 
受理を決定した 
ものを開封 

明
推
一
郎 

立
会
人 

総
務
太
郎 

○○選挙 
不在者投票 
（外封筒） 

投票者 明
推
一
郎 

○○選挙 
不在者投票 
（外封筒） 

投票者 

選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ 

投票管理者が 
投票箱へ 

開票所へ 

従
来
の
不
在
者
投
票 

期
日
前
投
票 
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第
３
回
岡
谷
市
議
会
臨
時
会
が
、
５
月

19
日
（
水
）
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
議
会
で
は
、
議
会
運
営
委
員
会
の

選
任
、
専
決
処
分
の
承
認
、
条
例
改
正
、

補
正
予
算
の
審
議
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

◆
◆ 

専
決
処
分
の
承
認 

◆
◆ 

▽
地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、「
岡
谷

市
市
税
条
例
」「
岡
谷
市
都
市
計
画
税

条
例
」「
岡
谷
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
」
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
改
正
し
た
こ
と

を
承
認
し
ま
し
た
。 

▽
平
成
15
年
度
一
般
会
計
で
、
ふ
る
さ
と

ま
ち
づ
く
り
基
金
等
指
定
寄
付
金
等
を

積
み
立
て
る
た
め
153
万
円
を
追
加
し
、

総
額
241
億
５
０
５
４
万
９
千
円
と
し
た

こ
と
を
承
認
し
ま
し
た
。 

 

◆
◆ 

条
例
改
正 

◆
◆ 

▽
岡
谷
市
育
英
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び

処
分
に
関
す
る
条
例
を
日
本
育
英
会
が

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に

整
理
、
統
合
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
一
部

改
正
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

▽
岡
谷
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条

例
を
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害

補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
改
正
に

伴
い
、
一
部
改
正
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。 

 

 

◆
◆ 

補
正
予
算 

◆
◆ 

▽
平
成
16
年
度
一
般
会
計
で
、
消
防
団
員

等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
掛
金
引

き
上
げ
に
伴
い
、
54
万
３
千
円
を
追
加

し
、
総
額
233
億
１
５
５
４
万
３
千
円
と

す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

 

◆
◆ 

議
会
内
人
事
〈
敬
称
略
〉
◆
◆ 

◎
常
任
委
員
会 

○
総
務
委
員
会
（
７
人
） 

　
委
員
長
　
　
横
内
東
洋
雄 

　
副
委
員
長
　
横
内
　
　
正 

　
委
　
員
　
高
林
紘
一
　
田
中
　
肇 

　
今
井
秀
実
　
轟
　
　
敏
　
横
内
敏
子 

○
社
会
委
員
会
（
８
人
） 

　
委
員
長
　
　
武
居
　
光
宏 

　
副
委
員
長
　
宮
下
奈
美
恵 

　
委
　
員
　
征
矢
　
久
　
中
島
信
一 

　
林
　
　
豊
　
笠
原
征
三
郎 

　
上
野
安
規
光
　
渡
辺
太
郎 

○
経
済
建
設
委
員
会
（
７
人
） 

　
委
員
長
　
　
杉
村
　
修
一 

　
副
委
員
長
　
花
岡
健
一
郎 

　
委
　
員
　
齊
藤
美
恵
子
　
武
居
永
作 

　
三
沢
一
友
　
清
水
隨
豊
　
降
籏
　
清 

◎
議
会
運
営
委
員
会
（
９
人
） 

　
委
員
長
　
　
高
林
　
紘
一 

　
副
委
員
長
　
武
居
　
永
作 

　
委
　
員
　
横
内
東
洋
雄
　
杉
村
修
一 

　
田
中
　
肇
　
武
居
光
宏
　
三
沢
一
友 

　
笠
原
征
三
郎
　
渡
辺
太
郎 

市
議
会
臨
時
会

市
議
会
臨
時
会 

市
議
会
臨
時
会

市
議
会
臨
時
会 

市
議
会
臨
時
会 

開
催 

市議会の会議録は、岡谷市議会ホームページからご覧いただけます。 

第
３
回 

   

●
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票 

（
在
宅
投
票
） 

　
身
体
に
重
い
障
害
が
あ
っ
て
投
票
に

行
け
な
い
人
が
、
郵
送
で
投
票
す
る
制

度
で
す
。
身
体
障
害
者
手
帳
や
戦
傷
病

者
手
帳
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
で
、
下

記
の
表
に
該
当
す
る
方
。 

　
ま
た
法
改
正
に
よ
り
対
象
者
が
拡
大

さ
れ
、
介
護
保
険
法
上
の
要
介
護
者
で
、

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状

態
区
分
が
「
要
介
護
５
」
で
あ
る
者
と

し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
方
が
、
新
た
に

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

  

岡
谷
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票
用

紙
な
ど
必
要
書
類
を
請
求
し
、
交
付
さ

れ
た
投
票
用
紙
に
自
宅
な
ど
で
記
入
し
、

岡
谷
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
郵
送
し
ま

す
。 

●
郵
便
投
票
に
お
け
る 

代
理
記
載
制
度
　 

　
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
選
挙
人
で
、
自
ら
投
票

の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と

し
て
定
め
ら
れ
た
次
の
①
ま
た
は
②
に

該
当
す
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
管

理
委
員
会
の
委
員
長
に
届
け
出
た
者

（
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
限
る
）
に
投

票
に
関
す
る
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

①
身
体
障
害
者
福
祉
法
上
の
身
体
障
害

者
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
に
上
肢
ま

た
は
視
覚
の
障
害
程
度
が
１
級
で
あ

る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者 

②
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
上
の
戦
傷
病

者
で
、
戦
傷
病
者
手
帳
に
上
肢
ま
た

は
視
覚
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第

２
項
症
ま
で
で
あ
る
者
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
者 

郵
便
投
票
制
度
と
は
？ 

身体障害者手帳 戦傷病者手帳 

両下肢 
体幹 
移動機能 
心臓機能障害 
じん臓機能障害 
呼吸器機能障害 

ぼうこうまたは 
　　　直腸の機能障害 

小腸機能障害 

１級か２級 
両下肢 
体幹 
心臓機能障害 
じん臓機能障害 
呼吸器機能障害 

ぼうこうまたは 
　　　直腸の機能障害 

小腸機能障害 

特別項症～ 
　第２項症 

１級か３級 

特別項症～ 
　第３項症 
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くらしと市税 
2004

くらしと市税 
2004

くらしと市税 
2004

市民税担当 
1２３－４８１１ 

内線１１２５ 

5２２－４１４６ 

市
　
民
　
税

市
　
民
　
税 

市
　
民
　
税

市
　
民
　
税 

市
　
民
　
税

市
　
民
　
税 

市
　
民
　
税 

みんなの 
　　市民税 
みんなの 
　　市民税 

　
市
・
県
民
税
は
、
市
や
県
な
ど
の
身
近
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
、
所
得
額
に
応
じ

て
負
担
す
る
と
と
も
に
、
広
く
み
ん
な
で
負

担
す
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
所
得
金

額
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
と
、
あ
る
程

度
以
上
の
所
得
の
あ
る
人
が
均
等
の
額
を
負

担
す
る
均
等
割
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
個
人

だ
け
で
な
く
、
法
人
に
も
課
税
さ
れ
ま
す
。  

　
な
お
、
市
民
税
と
県
民
税
は
一
緒
に
納
め

て
い
た
だ
き
、
そ
の
う
ち
県
民
税
は
市
を
通

じ
て
県
に
納
付
さ
れ
ま
す
。  

     

　
昨
年
、
岡
谷
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
６

月
か
ら
は
岡
谷
市
に
市
・
県
民
税
を
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。
今
年
に
入
っ
て
転
入
し
た

（
す
る
）
方
は
、
転
入
前
の
市
町
村
に
納
め

ま
す
。
ま
た
、
昨
年
中
に
退
職
し
て
現
在
は

収
入
が
な
く
て
も
、
昨
年
一
年
間
の
所
得
金

額
に
よ
っ
て
は
、
市
・
県
民
税
を
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。  

　
た
だ
し
、
市
内
に
住
所
が
な
く
て
も
事
務

所
・
事
業
所
あ
る
い
は
家
屋
が
あ
る
と
い
う

方
の
場
合
は
、
均
等
割
の
み
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

200万円以下 
200万円超～700万円 
700万円超 

市　民　税　　3,000円 

一般的な税額の計算方法 
所得割額　課税所得金額（前年中の所得金額－所得控除額）×税率－税額控除 
〈税率表〉…岡谷市は、標準税率を適用しています。 

区　　分 市　民　税 県　民　税 
課税所得の段階 税率 速算控除額 税率 速算控除額 

3％ 
8％ 
10％ 

0円 
10万円 
24万円 

2％ 
 
3％  

0円  
 

7万円 
 

均等割額 

県　民　税　　1,000円 

市
・
県
民
税
は
、
住
み
よ
い 

豊
か
な
街
づ
く
り
の 

　
　
　
　
た
め
の
会
費
で
す 

昨
年
の
所
得
を
も
と
に
、 

今
年
１
月
１
日
現
在
の 

　
住
所
地
で
課
税
さ
れ
ま
す 

　普
通
徴
収
　…
１
年
分
の
税
額
を
６
月
、

８
月
、
10
月
、
翌
年
１
月
の
４
回
に

分
け
て
口
座
振
替
ま
た
は
納
税
通
知

書
に
よ
り
、
各
月
末
ま
で
に
そ
れ
ぞ

れ
の
み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く

方
法
で
す
。   

　特
別
徴
収
　…
１
年
分
の
税
額
を
12
回

に
分
け
て
各
月
の
給
与
等
か
ら
天
引

き
し
、
特
別
徴
収
義
務
者
（
事
業
所
）

を
通
じ
て
市
に
納
め
て
い
た
だ
く
方

法
で
す
。 

納
め
る
方
法
は 

　
２
種
類
あ
り
ま
す 
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市税 
72億4,100万円 

市民税 
42.0％ 

１世帯当たりが納める税金 
36万3,522円 

固定資産税 
50.9％ 

市たばこ税 
5.8％ 

その他  1.3％ 

〔市税の内訳〕 

今月の税金の納期は、 

▽市県民税（第１期） 

納期限  6月30日（水）まで 

所得税 
と 

市・県民税 
　給料の明細書を見たら、市・県民税の方が所得税
より多く天引きされていました。一般的に市・県民

税の方が所得税より負担が少ないと聞いていますが、なぜ
でしょうか。 

　所得税は、その月の支払額に応じて源泉徴収され、

年末に清算（年末調整）されることになっているこ

とから、通常月は少なくてもボーナス時には多くなります。

一方、市・県民税は前年の所得をもとに計算された税額を

12か月に分割しているため、毎月ほぼ一定額が天引きさ

れます。１年間の税額合計では、市・県民税の方が所得税

より負担が少なくなっている方が大半です。 

　わたしは給与所得以外に、昨年、生命保険の満期
保険金を受け取りました。必要経費（今までの掛金）

を引き計算すると、一時所得としては10万円で、給与以
外の所得が20万円以下なら確定申告不要とのことなので、
特に申告をしていません。市・県民税についてはどうなり
ますか。 

　この場合、市・県民税の申告が必要です。所得税

は、所得が発生した時点で源泉徴収されるという制

度になっていますが、市・県民税にはこのような制度はな

く、昨年の所得すべてを合算して計算することになってい

るからです。申告期間は過ぎていますが、お早めに市役所

税務課にご相談ください。 

　
平
成
16
年
度
一
般
会
計
予
算
は
、
233

億
１
５
０
０
万
円
で
す
。
そ
の
う
ち
市

税
は
72
億
４
１
０
０
万
円
で
、
歳
入
総

額
の
約
31
・
１
％
を
占
め
、
最
も
重
要

な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。  

　
ま
た
、
市
税
の
主
な
も
の
は
、
市
民

税
が
30
億
４
１
８
１
万
円
、
固
定
資
産

税
（
都
市
計
画
税
含
む
）
が
36
億
８
２

８
２
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
２
税

で
約
92
・
９
％
を
占
め
て
い
ま
す
。 

市
税
は 

　
重
要
な
財
源
で
す 

　
市
町
村
民
税
と
県
民
税
の
均
等
割
の

合
計
額
に
つ
い
て
、
従
来
は
人
口
規
模

に
よ
り
３
０
０
０
円
か
ら
４
０
０
０
円

の
間
で
段
階
的
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
全
国
的
に
４
０
０
０
円
に
統
一

さ
れ
ま
し
た
。 

平
成
16
年
度
分
課
税 

　
　
で
の
主
な
改
正
点 

市県民税（普徴） 

固定資産税 

軽自動車税 

国民健康保険税 

※日付の記入のない期の納期限は、各月の末日 

市税等納税カレンダー 

税目 
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

 

1期 

 

 

全期 

1期  

2期 

 

1期 

 

（8/2） 

 

（8/2） 

（11/1） 

 

 

（11/1） 

 

（12/27） 

 

（12/27） 

2期 

 

 

2期 

 

 

 

3期 

3期 

 

 

4期 

 

 

 

5期 

 

3期 

 

6期 

4期 

 

 

7期 

 

4期 

 

8期 


